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第１　はじめに 

１. 背景及び目的 
昭和５０年に建設され、かつて「町民センター」の名称で地元住民らに活用されていた、那賀川社会福

祉会館は、雨漏りや設備の老朽化等、耐震診断未実施などの理由から、現在は、通常の施設利用に支

障を来す状態となっています。このことから、令和元年９月に地域住民から３,７１０名分の署名を添えた

陳情が行われ、その後も、令和２年４月、令和５年２月に陳情の申し出が繰り返し行われてきました。この

ような住民からの要望に真摯に向き合うべく、施設の建替えの必要性やこれからの施設のあり方等につ

き検討を重ねてきました。 

また、本市では、公共施設等の全体状況を把握し、長期的な視点で更新、統廃合、長寿命化などを計

画的に行うことで財政負担を軽減し、平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現する必要性

から、平成２８年度に『阿南市公共施設等総合管理計画』を策定し、令和２年度には、個別施設ごとに施

設の特性や維持管理、更新等に係る取り組み状況を踏まえ、中長期的な視点で市が保有する各施設の

具体的な将来の方向性を定めた、『阿南市建物系公共施設個別施設計画』を策定しました。これらの計

画を踏まえつつ、那賀川町エリアにおける具体的な施設再編や持続可能なまちづくりを推進するため、

「那賀川町複合施設整備基本構想」を策定するものです。 

この基本構想を策定するにあたり、地域課題やあるべきまちの姿を地域住民の皆様とともに考え、い

ただいたご意見を可能な限り施設整備や運営に反映すべく、令和５年９月に住民説明会及び市民向け

アンケート、令和６年１１月に地元関係者向け説明会、令和７年２月に那賀川町商工会の若手らとの意見

交換会を行ってまいりました。 

 

２. 複合施設のビジョン 
那賀川社会福祉会館の建替えにあたっては、公共施設マネジメントの観点から、単純に施設の更新を

行うのではなく、那賀川町エリアにおいて必要な行政機能の再考や、関係する周辺施設との集約化複合

化、エリア全体の施設再編の検討等もあわせて行う必要があります。また、これから那賀川町エリアにと

って必要なサービスは何か、住民から望まれる公共施設は何かといった調査分析を行い、那賀川社会

福祉会館の建替えが那賀川町エリア全体の価値を向上させることに寄与することを目標とする必要が

あります。　 

このことを踏まえ、那賀川社会福祉会館や周辺施設を所管する課や公共施設マネジメント及びまちづ

くりに関する課の職員らによって構成されたプロジェクトチームにおいて、那賀川社会福祉会館の建替

えについて具体的協議・検討を行い、次のビジョンを設定しました。 
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第２　施設整備基本構想の整理 

１. 関連計画の整理 
公共施設の整備に関連する計画は次のとおりです。 

 阿南市総合計画（２０２１年～２０２８年まで）

 将来像 多様な産業が咲き誇る　生涯チャレンジ都市　阿南

 基本政策 １．みんなが健康で自立した生活ができるまちづくり～健康・福祉～ 

２．安全で安心な暮らしを実感できるまちづくり～安全・安心～ 

３．豊かな心と生きる力を育むまちづくり～教育・文化～ 

４．地域資源を生かした新たなにぎわいと活力を創出するまちづくり 

～産業・交流～ 

５．自然と調査した快適で暮らしやすいまちづくり～都市基盤・都市環境～

 阿南市都市計画マスタープラン（２０１０年～２０３０年まで）

 基本理念 美しい自然と活力ある産業が調和し心豊かに暮らせる定住交流都市阿南

 基本目標 １．安全で安心して、快適に暮らせる都市構造づくり 

２．豊かな自然や歴史・文化にふれあえる都市環境づくり 

３．魅力に満ちる交流拠点都市づくり 

４．生活・産業基盤が整った都市づくり 

５．自然環境や郷土景観と調和する田園のまちづくり 

６．人々と行政の協働による都市づくり

 地域別の 

基本方針

那賀川地域 

①地域の整備目標 

・農業と住宅が調和する　快適な田園のまちづくり 

②まちづくりの基本方針 

ア　身近な生活拠点の充実 

イ　良質な市街地形成の計画的な誘導 

ウ　田園と調和する適正な都市的土地利用の規制誘導によるまちづくり 

エ　食料の安定供給基地となる優良農地の保全 
 阿南市公共施設等総合管理計画（２０１７年～２０５６年）

 公共 施設等

をめぐる課題

への対応

⑶施設保有総量の縮減目標 

公共施設保有量も人口に応じ効率的に住民サービスの水準と効果を維持しながら

最適化を図ることが重要です。このため、建物系公共施設については、人口減少等

による施設規模の適正化等を図るため施設保有量（延床面積）を 40 年間で 15％

以上縮減していくことを目標とします。なお、今後の本市を取り巻く状況が更に厳し

くなることもあり得ることから、この目標数値については、随時検証を行い必要に応

じて計画の見直しを行っていくものとします。
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 公共 施設等

の 管 理 に 関

す る 基 本 的

な考え方

⑴建物系公共施設 

①新規整備について 

・既存施設の有効活用を図り、原則として新規整備は行いません。 

・新規建設が必要な場合は、中長期的な総量規制の範囲内で、費用対効果を考慮し

て行います。 

・年少人口、老年人口比率の変化に対応した施設整備を検討していくこととします。 

②施設の更新（建て替え）について 

・施設の統合・整理や遊休地の活用を積極的に図り、施設の複合化などによって住

民サービスを維持しつつ施設総量を縮減します。 

・複合施設においては、管理・運営を一元化・効率化し、施設の複合化により空いた

土地は、有効活用又は処分を促進します。 

③施設総量（総床面積）について 

・用途が重複している施設（公民館・集会所・ホール等）については、住民サービスを

考慮しながら集約化を図り、統合や整理を検討します。 

・稼働率の低い施設は運営改善を徹底し、それでもなお稼働率が低い場合は、統合

や整理も検討します。 

④施設コストの維持管理、運営コストについて 

PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ：公民連携）/PFI（プライベート・ファ

イナンス・イニシアティブ：建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活

用）など、民間の力の活用を促進しながら公共施設を維持しつつ、改修・更新コスト

及び管理運営コストの縮減に努めます。 

⑤ゾーニング手法について 

・施設ごとの活用方法を見直しながら、ゾーニング手法によって公共施設の数、規

模、機能、位置等を総合的に検討します。

 阿南市建物系公共施設個別施設計画（２０２１年～２０５６年）

 公 共 施設 の

現状

１　公共施設の老朽化状況 

・建築から３０年以上経過した施設が全体の約５割あり、施設の老朽化が進んでいる

ことがわかります。

 公 共 施設 の

管 理 に 関 す

る 方 針 等 に

ついて

１　適切な維持管理 

本市では「予防保全」を導入し、施設の長寿命化や、施設全体に係るコストの引き下

げを図ります。不具合が発生した際にその都度対応する「事後保全」では、施設の経

年劣化が早くなり建て替えの時期が早くなる傾向がありますが、「予防保全」では小

規模な改修工事や点検・保守・修繕を定期的に行い施設性能・機能を一定レベルに

保つことができます。また、日常点検の実施や情報の共有等を行うことにより適切な

施設の維持管理を推進します。  

２　耐用年数について 
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 耐用年数は、工事の実施時期や施設の老朽化を検討する際の目安となります。法定

耐用年数を経過した施設であっても、適切な維持管理を行うことにより物理的耐用

年数を延ばし施設を長期的に使用することが可能となります。  

３　目標使用年数について 

既存施設及び新築施設の長寿命化の目標使用年数として、「建築物の耐久計画に

関する考え方」（日本建築学会）を参考に下表のように設定します。  

 

４　長寿命化改修について 

長寿命化を図る施設については、予防保全的な改修を行い、建物を良い状態に保

ち躯体の耐用年数まで使用することを目指します。計画的に予防保全的な改修を行

うことにより施設の性能・機能を一定レベルに保ちつつ、目標使用年数の中間年で

長寿命化改修を行い施設の性能・機能を引き上げます。  

５　点検・診断等の実施 

建物は、数多くの部品・部材や設備機器など様々な素材が組み合わされて構成さ

れ、それぞれの目的と機能をもっています。それらの部材や設備機器は、使い方や

環境及び経 年変化から生じる汚れ、損傷、老朽化の進行に伴い本来の機能を低下

させていきます。日常管理では、建物を維持管理するための日常の点検・保守によ

って、建物の劣化及び機能 低下を防ぎ、建物を美しく使っていくための総合的な管

理運営や点検・保守・整備などの業務を行います。 
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２. 公共施設整備状況 
⑴　関連する公共施設の状況 

　　　　　　　　複合施設に求める機能と関連する那賀川町エリアの公共施設の状況は、次のとおりです。 

 

 
施設名称 所在地

延床面積

（㎡）

建築 

年度
備　考 外観写真

 

那賀川社会福祉会館 苅屋 357-1 2,195.97 S50.1

・クラブ活動 

・北部第１お世話セ

ンター

 

那賀川公民館
今 津 浦 喜 来

31-1
525.00 S54.3 ・公民館

 

那賀川支所 苅屋 323

1,400.35 

62.44 

477.71 

195.00

S43.10 

S57.4 

S60.3 

H5.2

・支所

 

那賀川 

老人いこいの家
苅屋 325-2 797.00 S61.3

・青少年健全育成

センター 

・保護司会

 

那賀川公民館 

平島分館
赤池 307-2 544.42 S58.3

・学童保育 

・児童クラブ

 

デイサービスセンタ

ー栖竜荘
苅屋 357-1 357.00 H1.2

・阿南社会福祉協

議会
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⑵　周辺の公共施設の機能 
複合施設が整備されるエリア周辺の公共施設の整備状況は、次のとおりです。 

 

 

 
施設名称 所在地

延床面積

（㎡）

建築 

年度
備　考 外観写真

 

那賀川図書館 苅屋 308-１ 1,795．00 H6.3
・図書イベント 

・視聴覚室

 

那賀川スポーツセンター 苅屋 354-１ 3,404．00 H16.4

・那賀川中学校

体育館 

・スポーツイベン

ト

 

平島こどもセンター 苅屋 370-5
1,376．00 

1,092．00

H19.5 

H20.2

・なかよし広場 

（親子に無料開

放）

 

那賀川中学校 苅屋 370-1

5,914.00 

615.00 

98.00

H24 

H25 

H25

・夏祭り

 

阿波公方・民俗資料館 古津 339-1 ３４９．３５ S62.3
・入館料  

大人２００円

 

道の駅公方の郷 

なかがわ
工地８０３ ２１６．００ H12.8

・JA とれとれ市 

・物産販売
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第３　関係者意見の把握 

１. プロジェクトチーム 
那賀川社会福祉会館の建替えの検討を行うため、周辺施設の所管課等担当職員を集めたプロジェク

トチームを令和４年１０月に立ち上げました。このプロジェクトチームは、公共施設マネジメントの統括及

び公民連携手法等の検討を行う行革デジタル戦略課、社会福祉会館の所管課である商工政策課、新施

設の中心的機能を担う生涯学習課、那賀川支所を所管する市民生活課、老人いこいの家等を所管する

地域共生推進課、防災の観点から危機管理課、まちづくりや都市計画の視点からまちづくり推進課によ

り構成されました。このプロジェクトチームにおいて、関係職員が集い、全３回（令和４年１０月２１日・令和

５年２月１６日・令和５年３月２３日）の具体的協議・検討が行われ、複合施設のビジョンや基本的な論点

整理等が行われました。 
 

      　　　 　　  
  

     　　　　　　  
 

２. 住民向け説明会の開催 
⑴　住民説明会 

プロジェクトチームでの検討内容を地域住民に説明するため、令和５年９月２７日に那賀川社会福

祉会館において住民説明会を開催しました。 
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⑵　地元関係者説明会 
　　　　令和６年１１月１３日に、那賀川社会福祉会館において、地域の各種団体及び関係者等を対象に、那

賀川社会福祉会館の建替え構想案について説明を行い、これについての具体的な意見交換を行いま

した。 

　　　　　 　　　　  

 
⑶　那賀川町商工会の若手らとの意見交換会 

令和７年２月１７日に、那賀川町商工会の会員やその関係者１０名と、阿南市役所の会議室にて意見交

換会を行いました。 

 

 

 項目 意見交換概要

 

全体的なあり方

・中学校周辺として子どもたちがふれ合える場所 

・「学びの場」として住民が集まれる場所 

・これからの那賀川町エリア全体を見据えたグランドビジョンが必要 

・まちづくりのプロを加えてはどうか

 
施 設 イ メ ー ジ

・建築的に「意匠」が必要であり、こだわって欲しい。 

・機能を詰め込みすぎないように最低限必要な機能の選別が必要

 

施 設 機 能

・子育てスペース 

・カフェスペース 

・学童などの子育て支援 

・ジムや自習室等、学生の利用が見込める機能 

・災害時に使用できる浴室 

・大ホールの平時利用

 
付 随 する機 能

・駐車場の確保 

・子育て世帯が集まれる様な公園の整備

 
そ の 他

・那賀川町商工会が新施設に関与する見込みはあるか 

・夜間でも施設を利用できるか
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３. アンケート調査 
那賀川社会福祉会館の建替に向けて、令和５年９月２７日に住民説明会、令和５年９月２９日からオン

ラインアンケートを実施し、計８７名（来場者４９名、オンライン等３８名）の貴重なご意見をいただきました。 

⑴　アンケート結果のとりまとめ 
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⑵　アンケート結果の分析 
【アンケート参加者について】　 

那賀川町内の方を中心に、アンケートに御参加いただくことができました。また、町外の方が約３割い

たことからも、市の重要な施策としてご関心いただいているものと思われます。住民説明会の来場者だ

けでなくオンラインでの募集も実施し、幅広い年齢層の方から、多種多様なご意見をお伺いすることが

できました。 

【基本的な考え方について】　 

プロジェクトチームで検討した、基本理念やエリア考察については、７０％以上の割合で良いと思うと

されていることから、方向性については概ね了承をいただいていると思われます。一方、施設の現況把

握では、良いと思うと答えた方が５０％未満であることから、再度、公共施設の利用状況調査や詳細なデ

ータ収集等を実施する必要があります。 

【新施設に必要な機能について】　 

求められている機能として最も大きい割合を占めているのが防災拠点機能（アンケート回答者の１

７％が選択）であり、地域の防災意識の高さがうかがえます。これは、那賀川町エリア全体が津波浸水想

定区域に該当することからも、有事の際、安全安心に避難できる拠点が必要であると思われます。次に、

同率１４％で公民館機能と支所機能となっています。同施設に公民館機能や支所機能が加われば、各種

申請、証明書発行等行政手続きの利便性だけでなく、生涯活動等を通じた地域住民のコミュニティ形成

にも寄与することが期待されます。また、子育て機能や学童機能、学習スペースなどの機能も一定の需

要があることがわかりました。将来を担うこどもたちが安心して利用でき、その子の親らが安心して就労

に集中できる環境作りが求められているように思われます。フリースペースや大会議室の需要もあった

ことから、日常から、多様でフレキシブルに活用できる公共空間が求められているように思います。さら

に、カフェなどのスペースや小規模テナントスペースなどの公民連携機能を用いるものについても需要

を確認することができ、これからの公共施設には事業者が活躍するようなモデルも望まれていることも

わかりました。 

【集約対象施設について】　 

那賀川支所（２２％）那賀川公民館（１９％）那賀川公民館平島分館（１６％）那賀川老人いこいの家（１

４％）となっており、プロジェクトチームの想定している集約化対象施設と概ね一致していることがわかり

ました。 

【新施設の設置場所について】　 

立地的にわかりやすい那賀川支所（２５％）が最も大きい割合を占めていますが、那賀川社会福祉会

館（２３％）、那賀川社会福祉会館駐車場付近（１６％）となっており、あわせると３９％であることから、現

在の那賀川社会福祉会館付近での建設を要望するものが結果として最も多いことがわかりました。これ

までの町民センターへの思いから、同立地を希望されているように思います。 
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第４　基本構想の策定 

１. 基本的な施設整備についての考え方 
　　 本市における公共施設の整備状況は、現況において必ずしも市民の需要に合致するものではなく、少

子高齢化や人口減少といった社会構造の変化にも適応しながらも、最新の市民のニーズを繰り返し確

認しつつ、これに応える必要があります。また、持続可能なまちづくりを行っていくにあたっては、地域の

核となる公共施設の整備を行い、地域コミュニティの形成をはかりつつ、整備の結果、不要となった資産

等については適宜、適正な処分を行っていく必要があります。そして、これから整備される当該公共施設

が、エリアの価値を高めるものとなり、地域住民の暮らしに欠かせない貴重な資産としてご活用いただく

ためには、施設の構想段階から、建設後の具体的運営内容まであらかじめ予測して検討を実施しておく

必要があります。例えば、誰が、どのように使うことができるのか、地元の各種団体や事業者らがどのよ

うにその施設運営に関わることができるのか、施設にかかる維持管理や運営コストをどのように工夫し

て削減等を行うことができるかといった点などです。これらを具現化しながら施設整備の際に活用する

ため、構想段階から地域住民らとの具体的な意見交換を継続してまいります。 

 

２. 基本理念・基本方針 
那賀川町複合施設は、これからの那賀川町エリアにおいて、幅広い世代のニーズに可能な限り応え、

住民が活動し交流するための拠点として整備し、これにより、住民一人ひとりの日常生活が豊かになるこ

とに繋げます。そして、かつての「町民センター」のように、地域住民の皆様に長年愛用され、普段から使

い尽くしていただくことで、那賀川町エリアの中心となる理想的な施設になり、そのエリア価値を高める

契機とします。 
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３. 具体化するためのアプローチ 
基本理念やその骨格となる基本方針を具体化するにあたっては、次の観点からのアプローチが必要

であると考えています。 

　　  
 

４. 地域の皆様とともに考える 
　 　これから、那賀川町複合施設の具体的施設整備や整備後の運営方法等を検討するにあたっては、次

の観点に注力して取り組んでいきます。 
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５. エリアの考察 
　 　那賀川町の中心となる複合型交流拠点を整備するにあたり、施設整備がエリアに与える影響をあらか

じめ検討し、より良い効果を誘発できるよう努める必要があります。当該エリアは、那賀川町の主要な公

共施設（中学校やこどもセンター、スポーツセンター、図書館など）が集まっているエリアであり、これらと

連携することや、繋ぐ役割を果たすことが可能です。また、当該エリアは、付近に「道の駅公方の郷なか

がわ」があり、国道５５号線からのアクセスも容易でわかりやすい立地であるといえます。また、那賀川支

所前に徳島バスの停留所があり、那賀川社会福祉会館から１ｋｍ程度の距離に JR 中島駅があることか

ら、自家用車を利用しなくても、公共交通機関を用いて訪問することができます。　　 

以上のことから、那賀川町の中心となる複合型交流拠点の整備においては、既存の公共施設と連携

することにより、エリア全体の利便性を向上させ、施設相互間の利用促進に寄与し、結果、多様な機能を

このエリアに誘導することを目指します。また、災害時などに備え、事前防災活動を地域と連携して実施

し、安心して暮らしやすいエリアづくりに努めます。 
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第５　基本構想の実現に向けて 

１. 今後の取り組み検討事項 
⑴　適切な施設規模、配置等の検討 

施設の規模については、それぞれの利用者のニーズや維持管理のニーズを踏まえるとともに、阿南

市の財政状況等適したものを検討する必要があります。また、各機能を十分発揮できるように、配置

における動線を検討するとともに、施設整備以前から、具体的な機能の担い手、利用方法等について

協議を進める必要があります。 

⑵　施設管理・運営の検討 
多くの行政機能を含む施設であることから、施設の維持管理・運営については直営によることが基

本的に想定されますが、民間事業者のノウハウを活用した施設運営等も可能な限り検討し、公民連携

による施設の維持管理により、市民サービスの質を向上させることを目指します。 

⑶　庁内整備体制の構築 
施設の整備計画を検討していくうえでは、管理側のニーズ等も十分に考慮する必要があることから、

全庁的に検討する体制を整え、庁内で共通認識を持って進めてまいります。 

 

２. 構想の具現化 
　　　那賀川町複合施設の整備を具現化するためには、建替候補地の選定や具体的施設機能・施設規模

の検討などを行う必要があります。また、具体的に活用可能な財源などについても検討し、本市にとって

最適な選択となることを目指し、推進する必要があります。 

これらの点については、別紙の『施設整備計画』において検討を行います。 





1

別冊 施設整備計画



敷地計画

2



那賀川図書館

老人いこいの家

栖竜荘

那賀川スポーツセンター

那賀川中学校
平島こどもセンター

社会福祉会館

那賀川支所

給食センター跡地

①

②
③

(阿南市所有地)
①那賀川支所
②給食センター跡地
③社会福祉会館

(１)候補地の概要

3借地

阿南市所有地

阿南市所有地
建設候補地

凡例

候補地の選定



那賀川図書館
那賀川支所

老人いこいの家

社会福祉会館

栖竜荘

那賀川スポーツセンター

那賀川中学校平島こどもセンター

那賀川給食センター跡地

①

②
③

候補地③ 社会福祉会館跡地(那賀川スポーツセンター駐車場)

敷地面積 ５，１００㎡

用途地域 第二種中高層住居専用地域

建ぺい率/容積率 ６０％/２００％

接道状況 東面１面 (県道)大林那賀川阿南線

排水状況 北側水路もしくは中学校、体育館と共有升となる可能性

メリット

・体育館、中学校が並ぶ視認性に優れた敷地。
・敷地南側を活用することで、既存施設の除却に先行し
 建設が可能となる。
・用途地域の制限は北側斜線だけであり、南側への配置
 とすることで、制限は無くなる。
・体育館との連携が期待できる。

デメリット

・那賀川支所の敷地に比べ視認性にかける。
・新築工事開始時から既存施設除却完了時まで
 の施設利用者の駐車場に配慮が必要。
・体育館敷地南側の借地についても暫くは借り続ける可
 能性がある。
・立地条件から図書館との一体利用には距離がある。
・津波浸水高さ2m～3m。
・既存施設(敷地北側)に慰霊碑があり、将来の土地利用
 に通行権等の一定の制限が残る可能性がある。

4

(１)候補地の概要 候補地③



那賀川支所跡地

那賀川給食センター跡地

項目 那賀川支所
跡地

給食センター
跡地

社会福祉会館
跡地

社会福祉会館
跡地(南側)

スポーツセン
ター駐車場

接道
状況

◎
(県・市道)

〇
(市道)

○
(県道)

〇
(県道)

排水
状況

〇
(既設東側

側溝)

△
(前面排水
は要協議)

○
(既設側溝)

〇
(既設側溝)

権利
関係 ◎ ◎ △

(通行権) ◎

その他

視認性や利
便性、接道
状況などか
ら民間参入
も期待でき
る。
既存施設除
却が必要と
なり、機能
の移転が２
回必要とな
る。

視認性や利便
性は他の土地
に比べ劣る。

中学校、こど
もセンター隣
接という敷地
条件から公共
利用の可能性
も視野に。

既存施設無し。

既存施設除却
が必要となり、
機能の移転が
２回必要とな
る。
隣接する栖竜
荘付属棟の一
部が社会福祉
会館の基礎に
乗っている状
態にあり、除
却が難航する。

那賀川スポー
ツセンターと
の機能連携に
期待ができる。

既存施設無し。

新設される規
模によってい
は、既存駐車
場を圧迫する。

5

(１)候補地の概要 総括

社会福祉会館跡地

社会福祉会館跡地(南側)



(２)求められる機能面からのアプローチ

機能 諸室 考え方

①生涯学習機能
 (公民館機能移転)

①-1多目的スペース 地域の活動拠点となるスペース、従来から親しまれてきた
文化・芸能活動、新しいイベントの開催など 

①-2図書スペース 図書閲覧スペース、那賀川図書館等蔵書の検索 

①-3調理スペース 利用理教室等各種利用 

②支所機能
 (支所機能移転)

②-1行政窓口スペース 各種行政手続きや相談等が可能な窓口 

②-2行政情報閲覧 最新の行政情報を発信 

②-3行政スペース 必要に応じて行政機能を追加 

③子育て機能

③-1学童保育スペース 学童保育の拠点を整備 

③-2子育て支援スペース 子育て相談や親子イベントなど、子育て世代が利用出来る
場を整備 

③-3プレイルーム 児童や未就学児が気軽に屋内で遊べるスペースを確保 

④防災機能
④-1防災拠点 事前防災の取り組みや、有事における対応や復興時の拠点 

④-2避難所 有事の際に住民らが安心して避難する場 

④-3防災備蓄スペース 避難時に活用できる備え 
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各種機能(その１)



(２)求められる機能面からのアプローチ

機能 諸室 考え方

⑤共有スペース機能
⑤-1フリースペース 各種団体らの打ち合わせ、イベントの開催、 将来のニーズ

もふまえた活用しやすくフレキシブルなフリー空間 

⑤-2地域情報発信 地域の特徴や取組内容を発信 

⑤-3自習スペース 子供から大人まで、いつでも自由に利用可能なスペース 

⑥公民連携機能

⑥-1カフェ等活用スペース 住民らの憩いの場、事業者らによるチャレンジの場 

⑥-2貸事務所スペース コワーキングスペースや作業スペースを整備し、住民が気
軽に働ける場 

⑥-3小規模販売スペース 農産物や加工品、工芸品など、地域の特産品の販売 

⑦高齢者福祉機能
(老人いこいの家
    機能移転)

⑦-1老人いこいの家(スペース) 既存施設の機能移転(専用スペースではない)

⑧屋外施設機能 ⑧-1駐車場 多くの人が利用できる十分な規模を確保 
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各種機能(その２)



ホール
(防災・避難)

(プレイルーム)

倉庫(一部防災備蓄)

ホワイエ

公民
連携

共有
スペース

機能
①生涯学習機能
 (公民館機能移転)
②支所機能
 (支所機能店)

③子育て機能

④防災機能

⑤共有スペース機能

⑥公民連携機能

⑦高齢者福祉機能
(老人いこいの家機能移転)

⑧屋外施設機能

(２)求められる機能面からのアプローチ

1階での必要機能

２階以上での必要機能

・支所機能(受付・行政窓口)
・生涯学習機能(調理・外部連携)
・高齢者福祉機能
・公民連携機能・共有スペース(外部連携)
・子育て機能(外部連携)(用途区画)
・防災機能(備蓄倉庫)※津波対策は2階以上

・防災機能(ホール・避難等)
・防災倉庫

１階以外で設置可能な機能
・共有スペース機能(貸事務所)
・子育て機能(プレイルーム)
・公民連携機能

窓口
行政
事務

エントランス

調理

子育て

共有
スペース

高齢者

公民
連携

備蓄倉庫

情報閲覧
行政情報

発信

(導線) 2階

1階 駐車場

外
部
空
間
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機能相関図案(その１)



(２)求められる機能面からのアプローチ(平面)

窓口行政事務
エントランス

子育て

共有
スペース

(ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ等)

高齢者

公民連携
(カフェ等)

備蓄倉庫

(導線)

情報閲覧
行政情報

発信

調理

駐車場

(安全監視)

イ
ベ
ン
ト
等

外
部
空
間

ホール
(防災・避難)

倉庫(一部防災備蓄)

ホワイエ

公民連携
(貸事務所)

共有
スペース

2階 1階

機能配置の検討では、「ホール(防災・避難)」「備蓄倉庫(津波対策)」を除き、1階への配置が必須、もしく
は１･2階で設置可能な用途が大多数を占め、上記の機能配置は最低限の要素のみで構成しいる。今後の検討
の中で、アクセスの容易性や、機能連携等の配慮から、1階のボリュームが大きくなることが考えられる。
そのため、建築面積の増加やイベント時の駐車スペース等を考慮した用地選定が必要となる。

(プレイルーム)

(安全監視)

9

機能相関図案(その２)



10

(２)求められる機能面からのアプローチ

※公民館･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ等は『図書館』の分類 

公民館機能
子育て機能ほか

公民館機能
店舗・事務所
店舗・事務所１F

２F
３F

※面積･階数制限無しの用途 ※面積･階数制限有りの用途

用途別面積･設置階制限イメージ

500㎡以下 1500㎡以下

都市計画法による用途の制限
第二種中高層住居専用地域で建てられる建物



(２)求められる機能面からのアプローチ

北側隣地 第二種中高層住居専用地域

1

1.25

10
ｍ

第二種中高層住居専用地域の北側斜線制限
北側斜線規制が適用されると、真北方向にある敷地の境界線から垂直に5mまたは10m（※）上がったところ
から、一定の傾斜（縦：横＝1.25：1）をつけて線（北側斜線）を引き、この斜線の内側で建物を建てること
になります。  ※低層住居専用地域で5m、中高層住居専用地域で10m

建築不可範囲

第二種中高層住居専用地域

建築不可範囲

第二種中高層住居専用地域

建築不可範囲

セットバックによる回避 規模の縮小・傾斜での計画

例えば既存の社会福祉会館の高さは約１９ｍ 同規模の場合は敷地境界線から約８ｍの距離が必要
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高さ方向の検討(その１)北側斜線制限



窓口行政事務 エントランス子育て 共有スペース公民連携 倉庫

ホール
(防災・避難)

倉庫(防災備蓄) ホワイエ

26
00

津波想定高さが2m～3mであることを踏まえ、２FLを3.5ｍ程度に設定し、設置機能によ
る最高高さの検討の結果、避難機能を備えるホールを2階に設置するのは必至であるが、
２層程度であれば、8.5m＋屋根高さで建設可能であり、３層以上での敷地境界際の計画
を避ければ斜線制限は無い。

(プレイルーム)

(２)求められる機能面からのアプローチ
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高齢者

設備スペース
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平場の屋上避難所機能

再生可能エネルギー

高さ方向の検討(その２)津波想定



予定地

 建設予定地について必要な機能面や敷地条件、配置計画、将来的な施設
管理面からの検討に際し、基本理念である「那賀川町エリアの中心となる複
合型交流拠点」として整備を進める上で、新設される社会福祉会館単独のあ
り方ではなく、今後の施設跡地の在り方や、既存施設との一体利用による相
乗効果への期待も、建設地決定の大きな要因となると考える。
 その視点から検討した結果、社会福祉会館南側の敷地を第一候補として検
討を進める。
 主な理由として、社会福祉会館南側の敷地は、那賀川スポーツセンターに
隣接し、体育館機能だけでなく、十分な駐車場用地を備えており、イベント
時の利用にも新たに設置することなく対応できる。そして、西側には公園を
備えており、大空間を利用した子育て支援や、民間活用にも十分な可能性を
秘め、連携のメリットは大きいと考える。また、那賀川支所は災害時に阿南
市北部の救援物資の拠点としての機能を備えており、機能統合に際して、搬
出入が容易となる屋内での物資の保管が可能なスペースが必要であったが、
スポーツセンターのアブアリーナが活用することで、新たな施設に組み込む
ことなく対応が可能となる。
 現社会福祉会館の撤去後の跡地は、新施設建設に伴う駐車場台数の減少分
を除却後の敷地でまかなうことで、新施設の利便性の低下を避けられる。
 そして、那賀川支所跡地については、その場所単体でもポテンシャルの高
い場所であり、今まで以上に地域の発展の為に、阿南市立地的適正化計画に
基づいた、民間資本の誘致を進める。以上の理由により、社会福祉会館南側
の敷地を第一候補とする。

13

(４)敷地計画総括



那賀川支所跡地
↓

民間資本の誘致

老人いこいの家跡地
↓

統合・除却・売却

給食センター跡地
↓

売却
or

公共利用
(こどもセンター)

こどもセンター駐車場
(借地)

↓
継続利用or契約解除

社会福祉会館跡地
↓

統合・除却
新施設駐車場用地

栖竜荘跡地
↓

除却
新施設駐車場用地

スポーツセンター
駐車場(借地)

↓
契約解除(建設後協議)

予定地

那賀川エリア公共施設再編計画(案)

場所 除却 売却 機能統合 その他

那賀川支所(2,135㎡) 〇 〇 〇 民間資本の誘致活動
※一部国交省へ賃借中

老人いこいの家(797㎡) 〇 〇 〇 一部借地は
契約解除の検討

栖竜荘+付属棟(537㎡) 〇 新施設駐車場用地

社会福祉会館(2,196㎡) 〇 新施設駐車場用地

社会福祉会館駐車場南側 新施設建設予定地

給食センター跡地 ー 〇 公共利用の可能性 
(こどもセンター駐車場)

那賀川公民館 〇 民間利用促進

那賀川公民館平島分館 〇 学童特化施設(集約)

図書館駐車場(借地) ー 継続利用

スポーツセンター
駐車場(借地) ー 継続利用

(事業完了後協議)

こどもセンター駐車場
(借地) ー 契約解除の検討

(４)敷地計画総括
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阿南市立地適正化計画(平成31年3月策定)

地域のスーパーマーケットがなく、「都市機能誘導区域及び徒歩圏になく、都市機能誘導区域に誘致（誘導）
する誘導施設」とされている。那賀川支所は居住誘導地域との境界で地域外となるが、
施設再編のタイミングで１，５００㎡以下のマーケット、小売店等の誘致検討が可能となる。 15

(４)敷地計画総括



施設計画

16



(１)面積算定について(地区別人口・既存施設規模からのアプローチ)

※阿南市HPより ※令和2年3月 阿南市 人口･世帯数推計報告書より
上記の3地区は現在の人口規模、過去から将来への推移もよく似た傾向となっている。
那賀川地区の「中心となる公民館機能の有する施設」の検討となるため、同規模の地区の中心の既設公民館から検討する。17

阿南市の人口について



対象物件 搭載機能 対象面積 対象 合計面積
見能林公民館 公民館機能 ９２０．９ ○

９２０．９
(大ホール) (なし)
屋内運動場 ４３４．４

対象物件 搭載機能 対象面積 対象 合計面積
富岡公民館 公民館機能 ９８２．４９ ○

９８２．４９(大ホール) (２５３．４４)
※阿南市文化会館と接続している

人口規模が同等の地区の公民館機能は920㎡～980㎡程度

(１)面積算定について(地区別人口・既存施設規模からのアプローチ)

18

同規模人口の既存公民館の概要



 各地域の公民館機能を有する施設
に、人口割合程の面積の差はなく、
公民館機能や住民センター機能を設
置するにあたっては、ある程度の面
積は必要であることが読み取れる。
 旧阿南市管内で長生、桑野、福井
を除いては、人口規模に拘わらず、
全体で1,000㎡前後となっている施設
が多いが、対象人口10,000人程度の
２地区では公民館機能だけで、950
㎡前後を確保している。(前頁)
 社会教育法で定められた基本的な
機能に、複合化する施設の必要面積
を追加し、面積を構成しているよう
に見られ、近年建設された、津乃峰、
大野では共に850㎡程度の公民館機
能部分に、複合機能を追加している。
 以上の考察から、今回の新設する
複合施設は、公民館や支所機能、民間提案スペースや、流動的に要望により変化するスペース等も含む複合化
を検討しているため、公民館機能部分850㎡～950㎡前後に複合機能の面積を追加し検討を進める。

(１)面積算定について(地区別人口・既存施設規模からのアプローチ)

施設名 面積 対象人口 複合機能など

宝田公民館 815.97 2,948 なし

中野島総合センター 1130.29 4,537 教育集会所 隣保館

長生公民館 790.17 2,672 住民センター 老人いこいの家

大野公民館 866.04 2,224 学童保育

加茂谷総合センター 965.79 1,698 住民センター 老人いこいの家

桑野公民館 791.0 3,440 住民センター 老人いこいの家

津乃峰総合センター 1094.51 (3,304) 学童保育 消防詰所

新野公民館 1985.92 2,947 農業振興センター 一部JA所有

福井町総合センター 791.07 1,788 住民センター 老人いこいの家

つばき会館 940.60 1,068 住民センター 老人いこいの家

橘町総合センター 1110.51 2,049 住民センター 老人いこいの家

那賀川公民館 525.0 10,129 なし

羽ノ浦公民館 888.48 13,216 羽ノ浦支所

19

各地区の公民館の規模等



(１)面積算定について                 

複合化する機能

①生涯学習機能
 (公民館機能移転)
②支所機能
 (支所機能移転)
③子育て機能

④防災機能 

⑤共有スペース機能

⑥公民連携機能

⑦高齢者福祉機能
(老人いこいの家機能移転)
⑧屋外施設機能(公園・駐車場)

(基本機能部分)
850㎡～950㎡

現況の事務機能からの検討

既存ホールからの面積追加
備蓄倉庫の必要面積の検討

将来的な用途変更を考慮した計画

可変性や多様性に配慮した計画

現況の貸事務所の状況、
カフェの適正面積の検討

利用者数・
用途からの検討

既存施設活用

約2,000㎡（基本機能＋複合機能）
20

集約対象施設と各種機能の関連性

集約・除却対象施設 集約
対象

除却
対象

面積
(㎡)

那賀川社会福祉会館 〇 〇 2195.97

那賀川公民館 〇 ※１ 525.0

那賀川公民館
平島分館 〇 ※２ 544.2

那賀川支所 〇 〇 2135.5

老人いこいの家 〇 〇 797.0

栖竜荘+付属棟 〇 〇 537.0

合計集約対象面積
(合計除却対象面積)

約6,734 
(約5,665)

※２ 学童特化施設として再利用

担当課 生涯学習課

担当課 生涯学習課

担当課 市民生活課

担当課 地域共生推進課

担当課 地域共生推進課

担当課 商工戦略課

※１ 民間利用を促進(指定緊急避難場所は継続とする)

撤去後駐車場

撤
去

後
駐

車
場



那賀川図書館

老人いこいの家

那賀川スポーツセンター

那賀川中学校・武道場

平島こどもセンター

(１)面積算定について    
阿南市指定避難所一覧(那賀川町抜粋)

 左図は近隣エリアの指定避難所を示しており、指定緊急避難所と重複する施設もあ
る。「指定緊急避難場所」は、津波や洪水等による危険が切迫した状況において、住
民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する施設又は場所を位置付
けるものであり、「指定避難所」は、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで
必要な期間滞在させ、又は災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させ
ることを目的とした施設となっている。
 この地域では想定津波高さが２ｍ∼３ｍであるが、指定避難所自体が平屋であったり、
１階部分を避難場所と想定している場合が多く、今回の計画で取り壊す「老人いこい
の家」と「スポーツセンター」以外は全て平屋となっている。
 また、スポーツセンターの2階はほぼ固定の観覧席であり、長期的な避難には考えづ
らい。また、老人いこいの家の除却により、このエリアから指定避難所が少なくなる
ため、今回の計画では、指定避難所を前提とした計画を検討する必要がある。

那賀川支所、及び社会
福祉会館は、
共に旧耐震基準であり、
耐震診断未実施のため
現在避難所指定は無い。

除却しても、避難所の
減少とはならない。
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防災機能面の強化について



(１)面積算定について
 前頁の指定避難所の現況から、このエリアに必要となるのは２階以上の平場の避難所であり、今回の計画で２階に配置予定
のホールに防災機能(面積)を追加する。
 一般的な公民館機能の850㎡～950㎡の中に含まれるホールの面積は、直近の実績で250㎡前後となっており、人口規模の大
きい富岡公民館でもおおよそ同程度となっている。
機能移転後に除却の対象としている那賀川社旗福祉会館のホールは450㎡以上、また、指定避難所として指定されている老人
いこいの家は、同様に機能移転後に除却となるため、避難所を減らさないという観点からも従来の公民館機能の面積に100㎡
～200㎡程度のホール面積を追加することで、このエリアの防災機能を強化し、さらには屋上部分に一部平場を設け、指定避
難所のみでなく、指定緊急避難場所としての機能を設ける。
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『津波避難計画』より

子育て 共有スペース公民連携 倉庫

ホール
(防災・避難)

設備スペース

35
00

程
度

外
部
避
難
階
段

標準的サイズに加えて
１００～２００㎡程度を確保

防災機能面の強化について



(１)面積算定について
 阿南市が設置する那賀川町内の１４指定避難所のうち、防災倉庫の設置箇所は小中学校、公民館、公民館分館、及びコート
ベールの6箇所であり、そのすべての防災備蓄倉庫が１階屋外に配置されていることから、多くの防災倉庫は津波の被害を免れ
ない状態となっている。
 また、危機管理課から指定避難所として指定している箇所に対して簡易トイレやテント、パーテーションなどを配布しており、
防災倉庫の有無にかかわらず、各施設にて備蓄品ストックの保管場所は必要となる。
津波災害時にほとんどの防災倉庫が被害を受け、その他の避難所についても避難所自体が平屋である箇所もいくつかあることを
想定すると、地域の中心の防災拠点として防災倉庫や収納面積をカバーできるよう、必要面積の計画上では那賀川町全体を対象
として面積算定を行う。

那賀川町指定避難所 防災倉庫の設置 簡易トイレ･仕切り等の配布
  平島小学校体育館 ○ ○
  平島こどもセンター   ○
  今津小学校体育館 ○ ○
  今津こどもセンター   ○
  那賀川公民館平島分館 ○ ○
  那賀川公民館 ○ ○
  那賀川中学校武道館 ○ ○
  黒地文化センター   ○
  科学センター   ○
  那賀川スポーツセンター   ○
  黒地教育集会所   ○
  那賀川老人いこいの家   ○
  大京原教育集会所   ○
  コートベール徳島 ○ ○
    6 14

面積算定

阿南市設置の防災倉庫１基の面積
(幅)２．９m×(奥行き)１．５９ｍ＝４．６１㎡

那賀川町全域の指定避難所数×倉庫面積
１４カ所×４．６１㎡＝６４．５㎡以上

防災倉庫等の機能強化について
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(１)面積算定について
設置予定室 面積算定式 面積(㎡) 備考

支所機能事務室 5∼9㎡/人（事務所スペース） 7×4人＝ ２８．０ 支所機能

子育て支援スペース 1.98㎡/人 (生活スペース)
７㎡/人  (事務スペース)   

1.98×30人＝
7×2＝ ７３，４ 子育て機能

防災備蓄倉庫 １４カ所×4.61㎡＝64.5㎡以上
⇒1グリット(6ｍ×6ｍとする)程度を２つ 6×6×２＝ ７２．０ 防災機能

共有フリースペース 平均値より90㎡（30人程度が同時利用） ９０．０ 共有スペース機能

貸事務所 １グリットを３つ程度 6×6×3＝ １０８．０ 官民連携

カフェスペース 客席 1.5∼1.8㎡/席     
厨房 客席×1/3 

1.65×15席＝
54×1/3＝ ３３．０ 官民連携

集える空間（体操） 3.3㎡/人 (1人１坪程度) 3.3×15人＝ ４９．５ 高齢者福祉機能

防災機能追加 ホール面積を100～200㎡程度追加 １５０．０ 防災機能

小計 ６０３．９

廊下係数 1.4∼1.6
(専有部分に対する廊下等共用部の割合) 603.9×1.6＝ ９６６．２ 選挙事務等を考慮し

広めに設定

機械室 上記の追加面積合計の約５％程度 966.24×0.05＝ ４８．３ 複合機能≒1,015㎡

新施設想定面積 公民館機能部分＋複合機能分 850~950+1,015 1,885㎡～1,965㎡ 最大2,000㎡程度
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複合機能の必要面積計算結果



現在約6,200㎡を占める公共施設を約2,000㎡へと大幅に集約するにあたり、公民館機能の基本部分と、多岐にわたる複合機能
の最適化を図ります。これにより、面積は大幅に減少するものの、現在提供されているサービスと同等、あるいはそれ以上の機
能性の確保が可能です。人口減少社会において、公共施設に必要な面積は変化しますが、住民が求める機能はむしろ多様化して
います。この集約化は、限られたリソースの中で最大限の価値を生み出すための戦略であり、住民にとってよりアクセスしやす
く、利用価値の高い、未来志向の施設への再生を実現します。

最大2,000㎡で計画

25

公民館機能部分
850㎡~950㎡

複合機能部分
1,015㎡

(１)面積算定について

集約・除却対象施設 集約
対象

除却
対象 面積(㎡)

那賀川社会福祉会館 〇 〇 2195.97

那賀川公民館 〇 525.0

那賀川公民館平島分館 〇 544.2

那賀川支所 〇 〇 2135.5

老人いこいの家 〇 〇 797.0

栖竜荘+付属棟 〇 〇 537.0

合計集約対象面積
(合計除却対象面積)

約6,734 
(約5,665)

再編･統合

総括



(３)事業費について

項目 価格 備考

基本実施設計業務・工事監理業務・意図伝達業務・その他調査関連費用 約2億円程度 国土交通省告示(令和6年告示8号)等

工事費関連費用(2,000㎡程度を想定) 約18～19億円程度 事業者ヒアリング等及び
他市町村発注実績(約300万円程度/坪)

概算事業費合計 約20～21億円程度 ※既存施設除却関連費用を除く
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 概算事業費については、昨今の経済状況により、現時点での試算と実際に必要となる建設費に大きな乖離が発生する可能
性はあるが、現時点では設計関連費用に約２億円、工事費関連費用に約18～19億円と試算する。
 また、財源については国庫補助金、地方債等の特定財源を最大限活用する。

設計費及び建設費の検討

※既存施設の除却費用については対象物件の詳細な調査を行ったうえで試算する。 



(３)事業費について
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項目 R７ R8 R9 R10 R11 R12

基本設計・実施設計

複合施設建設工事

既存施設除却工事

事業スケジュール(案)

※集約対象建物は新施設供用開始から5年以内に除却完了予定

※社会福祉会館除却後に駐車場整備

共用開始

スケジュールの検討



(３)事業費について
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財源の検討



事務室

風除室

エントランスホール

カフェスペース

子育て支援スペース

事務等＋水周り
機械室

共有フリー
スペース

集える空間
調理スペース

ＥＶ 男子･女子・多目的w/c

防災
倉庫

倉庫

窓口

○設置機能
　 事務室
　 カフェスペース
　 集える空間
　 (高齢者福祉機能)
　 子育て支援
　 共有フリースペース
　 調理スペース
　 広めのエントランス
　 (選挙･情報発信等)
　 防災倉庫
   ウッドデッキ
　 (外部連携機能)

ウッドデッキスペース

(４)プランイメージとボリューム
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1階平面イメージ



ホール用
倉庫

楽屋・倉庫・防災倉庫スペース

ホワイエ

ＥＶ 男子･女子・多目的w/c

ステージ

大ホール

公民連携   
スペース

(屋外)
受水槽・キュービクル等設備置場

○設置機能
　 大ホール(防災)
　 ホワイエ
　 公民連携スペース
　 防災公庫
　 屋外設備置場

屋外避難階段
30

(４)プランイメージとボリューム ２階平面イメージ



(４)プランイメージとボリューム

県産木材の木目を生かした型枠
地元産業を生かす

勾配屋根で近隣施設と調和
再生可能エネルギーの検討

スポーツセンター、緑地帯
をつなぐアプローチ

災害面を考慮した
2階の機械置場

平場の屋上
指定緊急避難に対応

デッキスペースでのイベント
外部との連携を促進

31

イメージパース(※要素の検討)



32



那賀川図書館
那賀川支所

老人いこいの家

社会福祉会館

栖竜荘

那賀川スポーツセンター

那賀川中学校平島こどもセンター

那賀川給食センター跡地

①

②
③

候補地② 給食センター跡地

敷地面積 ２，１００㎡

用途地域 第二種中高層住居専用地域

建ぺい率/容積率 ６０％/２００％

接道状況 西面１面 (市道)苅屋北中島線

排水状況 汚水排水等は、那賀川中学校内の排水路を使用していた。

メリット ・既存施設除却済み 
・比較的成形で合理的な計画が可能

デメリット

・道の利便性や敷地の視認性に乏しい。
・比較的に狭くイベント時の駐車場の懸念。
・第二種中高層住居専用地域の北側斜線制限に
 より、防災機能など、高さを要する計画の際 
 には、配置や高さに制限がかかる。
・立地条件から他の施設との一体利用には多少
 の距離がある。
・津波浸水高さ2m～3m
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(１)候補地の概要 候補地②



那賀川図書館
那賀川支所

老人いこいの家

社会福祉会館

栖竜荘

那賀川スポーツセンター

那賀川中学校平島こどもセンター

那賀川給食センター跡地

①

②
③

候補地① 那賀川支所

敷地面積 ３，９００㎡

用途地域 第二種中高層住居専用地域

建ぺい率/容積率 ６０％/２００％

接道状況 南面 (県道)主要地方道阿南那賀川線
西面 (市道)苅谷福留線

排水状況 敷地東側側溝に排水

メリット

・地域のランドマークとなる場所。
・民間参入が最も期待できる。
・主要地方道に面し、利便性、視認性良好。
・図書館、中学校、道の駅の屋根形状(切妻)の統一で街
 並みの一体感を創出。
・敷地が成形で、合理的かつ南向き中心の計画が可能。

デメリット

・現在一部の部屋を国土交通省に貸し出している。
・敷地内に、ケーブルテレビ阿南の基地局あり。
・既存施設の除却が伴う計画となり、運用開始までの期
 間が必要となり、移転が２回必要となる。
・第二種中高層住居専用地域の北側斜線制限により、防
 災機能など、高さを要する計画の際には、配置や高さ
 に制限がかかる。
・他の施設との一体利用に距離がある。
・津波浸水高さ2m～3m。
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(１)候補地の概要 候補地①



老人いこいの家

社会福祉会館

栖竜荘

那賀川スポーツセンター
那賀川中学校

平島こどもセンター

那賀川図書館

施設(平面400㎡程度)

アプローチ部分駐車場 
スペース

イベント(調整)
スペース

民地

70m

61m

77m

５０台以上

敷地形状、敷地面積、接道状況など、自由度の高い建築計画
が可能。
県道、民地などの条件により、独立した敷地となっている。
近隣の市有施設との一体利用でのメリットは見いだしにくい。

(３)配置計画･立地条件からのアプローチ①那賀川支所

那賀川支所

主要地方道阿南那賀川線

(市道)苅谷福留線

67
m
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候補地①



施設(平面400㎡程度)
アプローチ部分

駐車場 
スペース

イベント(調整)
スペース

42m

53m

２０台以上

敷地形状は成形であり、西側全面に接道している。候補地の
中では相対的に狭く感じられるが、直近の施工例として、大
野公民館の敷地面積は2,600㎡程度で建設しているのに対して、
こちらは2,100㎡程度であり狭くない。
接道側が短辺方向となるため計画の自由度に多少の影響はあ
るが懸念されるほどではない。
1階の設置機能のボリュームには注意が必要。
中学校、こどもセンターに隣接しているが、一般利用利用の
ある施設ではない。近隣の市有施設との一体利用でのメリッ
トは見いだしにくい。

那賀川支所

老人いこいの家

社会福祉会館

栖竜荘

那賀川スポーツセンター

那賀川中学校

平島こどもセンター

市道苅屋北中島線

民地

那賀川図書館

給食センター跡地

52m

42
m

②給食センター跡地
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(３)配置計画･立地条件からのアプローチ
候補地②



アプローチ部分
体育館との連携

駐車場 
スペース

イベントスペース
(スポーツセンター緑地)

体育館の駐車場用地であり、自由度の高い設計が可能。
体育館との連携、緑地帯、公園等の一体利用が期待できる。
既存施設の跡地を駐車場として利用する。

老人いこいの家

栖竜荘

那賀川スポーツセンター

那賀川中学校

民地

社会福祉会館跡地

30～80m

14
0m

施設(平面400㎡程度)

県道大林那賀川阿南線

民地

民地

③社会福祉会館跡地

スポーツセンター
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(３)配置計画･立地条件からのアプローチ
候補地③



建設場所 要求機能と用地選定 効果

①
那賀川支所 

跡地

・十分なスペースと接道条件から、自由度の高
 い、多目的な施設の計画が可能となる。
・立地条件から周辺の市有施設を兼用することも 
 検討しづらい。

○

②
給食センター

跡地

・建築面積400㎡(同市他施設程度)の単独用途の
 計画では、運用可能と考えるが、多目的な用
 途として運用した場合では狭く、立地条件から 
 周辺の市有施設を兼用することも検討しづらい。

△

③ー１
社会福祉会館

跡地(北側)

・体育館と駐車場は共有できるが、機能連携等の
 メリットは見出しにくい。
・既存施設東側の慰霊碑によるプランの制限。

△

③ー２
社会福祉会館

跡地(南側)

・外部空間との連携や、イベント時の十分な駐車
 スペース、体育館の機能の共有など、既存施設
 の活用が最も期待できる。
・想定建築範囲と要求機能の変化による平面計画
 変更への対応がしやすい。

◎

①那賀川支所跡地

③社会福祉会館跡地
②那賀川給食センター跡地
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(３)配置計画･立地条件からのアプローチ 総括



那賀川スポーツセンター

那賀川中学校

県道大林那賀川阿南線

新施設完成後の周辺イメージ

新施設整備後
除却・駐車場へ

防音対策 公園整備
既存緑地帯整備・活用

予定地

・既存緑地帯整備
 
・公園整備及び中学校側
 の防音対策
 
・新施設とのアプローチ
 ※本体工事に含む

・旧社会福祉会館、栖竜荘
 跡地の駐車場整備
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(４)敷地計画総括



執務室

(１)面積算定について(既存施設の機能からのアプローチ)

那賀川支所 2135.15㎡ ⇒ 現在の使用状況 執務室 84.3㎡                   
※国土交通省の賃貸は恒久的では無いため試算無し その他CATV会社が利用 

阿南市
利用ゾーン
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既存施設の利用状況(那賀川支所)

 那賀川支所は平成18年の市町村合併以来、機能は限定的であり現在では４名程度で事務を行っている。行政機能の移転に伴
う必要面積については事務スペースが対象となるが、事務所の１人あたりの最低必要面積基準は、労働安全衛生法に基づく事
務所衛生基準規則による「労働者一人につき10立方メートル以上」（約1.4坪＝4.8平方メートル以上）という記載があり、気
積10m3(立方メートル)を建築基準法による居室の最低天井高さ2.1mで除することにより、1人あたり約1.4坪程度の最低限の
面積である約5㎡が算出される。一般的には職場環境の必要条件として5㎡～7㎡以上、快適な作業環の確保するための目安は
約9㎡といわれている。

那賀川支所１F 平面図

面積算定

支所機能部分面積
想定人数×必要面積
４名×7㎡(５㎡～９㎡の平均)＝２８㎡
⇒基本機能部分の事務所に面積追加



青少年健全育成センター

保護司会

老人いこいの家機能

(１)面積算定について(既存施設の機能からのアプローチ)

他団体
利用ゾーン
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既存施設の利用状況(老人いこいの家)

老人いこいの家 797.00㎡ ⇒ 現在の使用状況 いこいの家機能部分     106.5㎡
                        青少年健全育成センター     27.0㎡

阿南市
利用ゾーン

老人いこいの家１F 平面図

 老人いこいの家は、昭和６１年に保健センターとして
建設され、現在では用途が変わり、老人いこいの家、青
少年健全育成センター、他団体として保護司会が使用し
ており、老人いこいの家機能としては100歳体操や、地
域住民のコミュニケーションの場としての利用が中心と
なっている。
 機能移転の対象として、いこいの家機能である体操や
コミュケーションの場としてのスペースを設ける。
専用室という位置づけではなく、共用部と一体的に使用
する解放されたスペースとして検討する。
 体操での利用などを考慮し、その場で体を大きく動か
しても干渉しない、約1.8ｍ×1.8ｍ(1人1坪・3.3㎡)を基
準とする。

面積算定

老人いこいの家機能部分(集える空間)面積
想定人数(現況の利用者の目安)×必要面積
１５名程度×３．３㎡＝４９．５㎡



阿南北部第１
高齢者お世話センター管理人室

(１)面積算定について(既存施設の機能からのアプローチ)
憩いの間 8時間程度/週

会議室 15時間程度/週 ※固定客の１人のみ

阿南市
利用ゾーン

他団体
利用ゾーン 貸館ゾーン

社会福祉会館 2195.97㎡  
現在の使用状況 お世話センター 約120.0㎡ 管理人室 約40㎡ その他 貸館状態  
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既存施設の利用状況(社会福祉会館)



(１)面積算定について(既存施設の機能からのアプローチ)

応接室 ３時間程度/週 料理教室 ３時間/週

和室 45分程度/週

生け花教室 ８時間程度/週

集会室 １２時間程度/週

貸館ゾーン
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既存施設の利用状況(社会福祉会館)



(１)面積算定について(既存施設の機能からのアプローチ)
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既存施設の利用状況(社会福祉会館)

 社会福祉会館は2,195.97㎡のうち、お世話センターが約120㎡使用し、その他のほとんどが現在も貸館状態となっている。貸
館の利用状況は、相対的に大ホールや集会室の利用はあるが、その他の室についてはほぼ未利用状態、もしくは僅かな固定の
利用者のみとなっている。機能面は公民館機能とほぼ重複することから、機能移転の面積積算では貸事務所機能、ホールの防
災機能を対象とする。
 現況で貸事務所などに使用している室の面積は１２０㎡程度の３グリットであり、面積の妥当性は入居する団体の規模によ
る。そのため、面積ではなく計画に無理ないよう同様の３グリット程度とし、ワークスペースのみならず、会議室としての個
別利用や、自習スペースなどの利用を想定した計画とする。 

大ホール １４時間程度/週

貸館ゾーン



(１)面積算定について

 現在の那賀川社会福祉会館で、多目的に使用することを想定してい
る室の平均的な面積は９０㎡程度であり、利用状況は合計でも週２３
時間程度となっており、新施設の稼働が週７日とした場合では１日あ
たり3.3時間程度の利用となっている。供用フリースペースとしてフ
レキシブルな利用を想定していることから、１部屋で大きく使う想定
ばかりではなく、必要に応じて分割可能とすることで重複を避けられ
る仕様とする。

45

面積算定

 那賀川社会福祉会館の多目的用途室の平均的な面積

   ２７０㎡÷３室＝９０㎡程度

 【30人程度が利用する一般的な会議室程度】

那賀川社会福祉会館 合計(㎡) 平均(㎡) 利用状況 合計 １日平均

１階 憩いの間 ８０

２７０ ９０

８時間/週

２３時間/週 ３．３時間２階 集会室(２室分割可) ５５ ５５ １２時間/週

応接室 ８０ ３時間/週

※既存施設の利用状況(社会福祉会館)より算出

供用フリースペースの考え方について



面積算定

 

(１)面積算定について

 前提条件として１名での運営を想定しており、その場
合では15席程度までがスムーズな運営が可能とされてい
ます。また、一般的なカフェの場合、1人当たりの客席面
積は1.5㎡～1.8㎡とし、客席面積に対する調理場の割合
を１／３程度見込みます。
 この席数設定は、創業者にとっての運営効率だけでな
く、事業の持続可能性を高めることにも繋がります。開
業のハードルが下がり、『スモールスタート』が促進さ
れ、結果として地域に根差した多様な魅力を持つ店舗の
創出へと貢献します。
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面積算定

 

33.0㎡程度のカフェスペースを見込む

座席数・面積 備考
想定座席数 15  席 ※1人での運営を想定

客席㎡ 換算 1.65  ㎡/席 ※1.5～1.8㎡/席 1坪に2席程度
客席面積 24.8   ㎡  

調理場㎡換算 0.333    ※客席面積の1/3
調理場面積 8.2   ㎡  

総面積 33.0   ㎡  

カフェスペース

 現在の計画において必要面積を算出するにあたり、子
育て支援施設に明確な面積基準がなく、未就学児を対象
とした児童福祉法に基づく施設として面積を算出します。
 今後の検討次第では、誰もが気軽に利用できるキッズ
スペースとして子育て環境を提供するのか、それとも子
育て支援施設として運営するのか、さらには将来的に小
規模保育事業や一時預かり事業といった、より専門性の
高い施設への移行も視野に入れるのか、方向性は多岐に
わたります。このような状況において、約70㎡という面
積は、将来的な地域のニーズの変化に柔軟に対応できる
規模であり、認可を見据える上での一つの基準となり得
ると考えられます。 

子育て支援スペース

73.4㎡程度の子育て支援スペースを見込む

人数・面積 備考
スタッフ人数 2  人             

事務所面積 14.0   ㎡ ※事務所1人あたり：
 ５～7㎡/人 ７㎡採用

想定座席数 30  人 ※児童福祉法配置基準：
 ３歳以上 15人/人 ⇒スタッフ２人

保育室㎡ 換算 1.98  ㎡/席 ※児童福祉施設基準：
 2歳以上 1.98㎡以上/人

面積 59.4   ㎡  
総面積 73.4   ㎡  

カフェスペース・子育て支援スペースの考え方ついて



公園整備

緑地帯整備

アプローチ整備

那賀川スポーツセンター

那賀川中学校

社会福祉会館

建築可能範囲
40m×35m程度

(２)建築可能範囲と配置計画

 スポーツセンターのエントランスへのアプローチを
確保し、緑地帯など外部との連携を考慮すると、
スポーツセンター敷地南側の40m×35m程度の範囲が
望ましい。
 極端に１階への配置が多くなければ、今回計画の面
積は配置可能であり、今後の検討の中で面積が増えた
場合であっても、高さ方向(階層)での対応は可能な場
所となっている。
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周辺施設と建築可能範囲



建設予定地

除却予定地

借地駐車場

① 建設中の期間
   
 建設予定地の約１４００㎡が使用できない状態
 (敷地内通路部分含め身障者用２台、一般用５０台)
 ※南側駐車場(約２１００㎡)の利用継続で対応
  工事用車両についても南側で検討
  年に数回の混雑時は周辺公共施設の駐車場を利用
  できるよう事前に協力体制をとる

② 建設完了時から社会福祉会館等の除却までの期間
   
 建設地の約１４００㎡が使用できない状態
 ※南側駐車場(約２１００㎡)の利用継続で対応

③ 社会福祉会館等の除却後
   
 除却跡地の約２３００㎡が使用できる状態
 ※従前より広くなるため南側駐車場の契約解消検討

(２)建築可能範囲と配置計画
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駐車場の検討


